
所属 職位 年齢 処分内容

1
大内総合支所
産業建設課

主席主査 53 免職 令和7年6月10日

2 大内総合支所 支所長 58
減給10分の1
2箇月

令和7年6月10日

3 大内産業建設課 課長 56
減給10分の1
3箇月

令和7年6月10日

4 大内産業建設課 班長 46
減給10分の1
2箇月

令和7年6月10日

6
教育委員会

大内教育学習課
課長 57

減給10分の1
3箇月

令和7年6月10日

7 企業局水道課 参事 60
減給10分の1
2箇月

令和7年6月10日

公共施設無償譲渡
に係る登録免許税
相当額の現金及び
商品券の着服事案

令和7年
1～6月

・所有権移転登記手続きを行う
ため町内会から預かった登録免
許税相当額の現金を着服したも
の

・上司との協議を経ずに商品券
を発注し、消耗品の名目で市へ
の請求を業者に指示したうえ、
商品券をチケットショップで換
金、着服したもの

令和７年度懲戒処分発令一覧
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